
  

 

 

特定防火対象物である。 

延べ面積 300㎡以上である。※但し(9)項イは、200㎡以上 (16)項ロである。 

自火報義務設置 
但し、令第 32条特例
(注２)により、免除す
るのであれば進む。 

特定用途部分が避難階以外の階（1･2階を除く）にある。 

避難階以外の階（総務省令の避

難に有効な開口部を有しない壁

で区画された部分にあっては、

その区画部分より）から避難階

又は地上への直通階段が２（屋

外階段の場合は１）以上ある。 

自火報義務設置 
但し、令第 32条特例(注２)によ
り、免除するのであれば進む 

設置義務なし 

設置義務なし 

(11)・(15)項 各用途部分ごとに設置基準に従う。 

延べ面積 500㎡以上 延べ面積 1000㎡以上である。 

設置義務なし 自火報義務設置 自火報義務設 設置義務なし 

延べ面積 500㎡未満 

自火報義務設置 
特定用途部分が避難階で且

つ無窓階以外の階にある。 

自火報義務設置 
特定用途部分の床面積の

合計が 150㎡未満 

全ての特定用途部分から主要

な避難口に容易に避難できる。 

自火報義務設置 

令第 32条特例適用 自火報義務設置 

下記の条件については、避難階以外の階（1・2階を除く)を全て該当させる。 

居室以外の部分（機械室、倉庫等）で、不特定多数の者が出入りしない。 

令第 32条特例適用 実態上の用途が特定用途以外の用途に供されている部分にあって、｢41号通知｣
（注３）により、主たる用途の従属部分とされるため、特定用途部分にされて

いる  

令第 32条特例適用 一般住宅の用途に供される部分にあっても、｢41号通知｣（注３）に
より、単独用途の特定防火対象物として、特定用途部分にされている。 

令第 32条特例適用 自火報義務設置 

自動火災報知設備設置に関するフローチャート 
※但し、令第 21条第 1項第 1号～第 6号の２までの範囲（注１） 

 ＹＥＳ 

ＮＯ 

(16)項イである。 

自火報義務設置 

スタート 

注１：令第 21条第 7号～13号用のフローチ 
ャートについては、別紙とする。 

注２：令第 32条特例適用基準の詳細について 
は、平成 14年 12月 17日付 消防予第 595 
号「複合用途防火対象物等における自動火 
災報知設備の取扱いについて」によるもの。 
注３：「41号通知」とは、昭和 50年消防予第 

41号及び消防安第 41号のこと。 

※このフローチャートは、Ａ３サイズです。 


